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[１]事業計画

　１．解体建物の概要

　　　　・解体工事は堺市が発注し、工事請負者が施工します。

・工事請負者は日野建設工業株式会社（堺市西区）です。

　 　 ・大型の工事車輌は、敷地南側の「国道３１０号」より出入りします。

        ・工事現場出入口付近に安全巡視員を配置し、歩行者等の安全を確保します。

        　（登下校時の子どもたちへの安全を確保します。）

        ・敷地周囲及び建物に防音、ほこり防止の仮囲いを行います。

　　　　  ・解体工事中には、近隣の皆様への影響を最小限にするため、低振動低騒音型

　　　 　建設機械を使用し、振動騒音等を抑えると共に十分散水等を行うなど、

　ほこりの飛散防止対策を行います。

　５．工事作業日時

・作業日時は原則として、月曜から金曜日及び第１，３，５土曜日の

　午前８時から午後６時までとします。

・作業休止日は原則として、第２，４土曜日、日曜日、国民の祝日および

　年末年始並びに盆休み休暇とします。

　作業内容によりやむを得ない場合は、作業を実施させて頂く場合があります。

     　　堺市  文化観光局 文化部　文化課 電話　072-228-7143 

      　　　   建築都市局  　      　　　　　　　 建築部　建築課 電話　072-228-7427

　 設備課 電話　072-228-7426

     　　日野建設工業株式会社     電話　072-241-1414（代表）


平成26年6月27日

堺市文化観光局文化部文化課

堺市民会館解体工事について

　　（１）工事場所　　　　　堺市堺区翁橋町２丁地内

　　（２）建　　物　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造　地上４階建

　　（３）延床面積　　　　　約９，０００㎡　　　　　　　

　　（４）附帯施設　　　　　ポンプ室、屋外便所、駐車場、植栽等　　　　　　　

[２]解体工事の期間　　　　　平成２６年７月から平成２７年６月末まで

[３]解体工事の施工計画

　１．解体工事等の施工

　２．工事車輌の通行

  ３．工事の安全対策

  ４．振動、騒音、ほこり防止対策

　　　　　

[４]事業及び工事等に関する連絡先


